
滋賀県薬剤師会会員各位                                  

2019年 2月 

  社会医療法人 誠光会 

淡海医療センター 薬剤部 

吸入指導連携開始のお知らせ 

 

平素より、本院の院外処方せんの応需につきまして、格段のご協力をいただき誠にありがとうございます。 

気管支喘息・COPDの治療において、吸入療法の理解、手技が治療効果や副作用に大きく影響するために、

患者への継続的な吸入指導が不可欠です。このため当院では地域の病院、保険薬局における吸入指導の標準

化を行い、治療効果の向上及び保険薬局との連携強化を図るため、2019年 2月 12日より、「吸入指導実施

確認・報告書」を用いて、吸入指導連携を開始することになりました。 

 つきましては、下記の吸入指導連携の概要をご確認いただき、患者が「吸入指導実施確認・報告書」を持

参した際には、吸入薬の服薬指導及び報告にご協力いただきますよう宜しくお願いいたします。 

 

記 

＜吸入指導連携の概要＞ 

●初回導入： 

初回指導を当院薬剤師によりデモ機を用いて実施しておりますので、保険薬局様での投薬の際に患者様に

実薬の吸入をしていただき、手技をご確認してくださいますようお願いいたします。また、次回以降、残薬

確認のため患者様に吸入器を持参されますようご説明ください。 

理解不十分な点などございましたら吸入指導実施確認・報告書(書式②)2 枚目の特記事項にてお知らせくだ

さい。 

なお、全吸入デバイス統一して吸入後の息止めは５秒、うがいは施行していただくよう指導しております。 

＊書式②は保険薬局様への到着確認のために、特記事項なしでも当院薬剤部へ FAX 送信していただくようお願

い致します。 

＊吸入指導依頼書・同意書(書式①)のコピーを同封いたしますので各施設で保管ください。 

 

●2回目以降： 

2～3回目を書式②を用いて保険薬局にてご指導ください。毎回、書式②の当院への FAX送信をお願い致し

ます。 

終了のタイミングは原則 3回目終了時点で、4回目は手技習得できていないなど必要時のみ実施してくださ

い。病院からの終了のアナウンスはございません。 

また、受診が頻回である場合等は、確認タイミングを月に 1回などご調節いただくようお願い致します。 

 

本取り組みの詳細について、当院薬剤部のホームページも併せてご確認ください。 

問題点、ご不明点などございましたら、いつでもご相談ください。 

 

淡海医療センター 薬剤部 TEL：077‐516‐2484 

                    FAX：077‐516‐2484 

吸入指導連携担当  大橋 泰裕 

 


